
温室効果ガス排出削減計画書及び実績報告書に係る届出の概要について 

 

 

１ 評価方法の取扱い 

・ 第１次計画期間(令和４から６年度)と同様の基準で第２次計画期間(令

和７年から９年度)の排出削減の評価を実施する。 

 

 

 

 

 

 

岐阜県の２０３０年度温室効果ガス排出削減目標（２０１３年度比４８％削

減）の達成のために、より高い排出削減（１１．８％／３年）が必要となり

ます。第２次計画期間(令和７年から９年度)では、排出削減に向けた技術革

新等の状況を考慮して、従来の基準値（４％／３年）としていますが、次の

期間（第３次計画期間(令和１０年から１２年度)）では基準値の再検討を予

定しております。 

 

２ 省エネ法改正による非化石エネルギーの取扱い 

・ 令和５年度の省エネ法※１の改正により、「エネルギー」の定義を拡大し、

化石エネルギーだけでなく、非化石エネルギーを含むすべてのエネルギ

ーの使用の合理化を求める枠組みに見直された。今後は、非化石エネル

ギーを含めて、一定規模以上のエネルギー使用者に報告を求めることと

なるが、県の条例に基づく対象事業者には、令和７年度の計画書から非

化石エネルギーも対象とすることとした。 
※１エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 

 

３ 様式の記載事項の変更 

  届出様式内の以下の項目について変更した。 

・ 西暦表記の追加 

和暦とともに西暦について表示できるようにした。 

・ 措置状況の回答方法の変更 

「設備導入による対策」は選択形式とし簡素化した。 

・ 確認票の廃止 

助言等の専門家派遣利用有無の回答を廃止した。 

 

概要 


